
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五
六
万
円
低
い
（
建
設
業
：
四
三
・

五
才
で
三
九
一
・
六
万
円
、
製
造
業
：

四
〇
・
五
才
で
四
四
七
・
九
万
円
）

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

   

こ
の
よ
う
に
、
全
体
的
な
統
計
か

ら
も
建
設
産
業
の
疲
弊
は
明
ら
か
で

す
。
国
土
交
通
労
働
組
合
が
目
指
し

て
い
る
の
は
、
公
務
労
働
者
の
労
働

条
件
改
善
と
同
時
に
、
建
設
労
働
者

の
雇
用
や
就
労
機
会
の
安
定
と
労
働

条
件
の
改
善
、
公
共
事
業
の
民
主
化

で
す
。
私
た
ち
に
は
今
、
建
設
産
別

の
公
務
労
働
者
と
し
て
、
建
設
産
業

ひ
い
て
は
公
共
事
業
の
未
来
へ
の
展

望
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

国
土
交
通
労
働
組
合
は
、
そ
の
具

目
標
と
す
る
労
働
条
件
を
設
定
し

（
例
え
ば
日
本
の
平
均
的
な
労
働
者

所
得
で
あ
る
公
務
員
賃
金
と
す
る
な

ど
）、
そ
の
水
準
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を

示
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

建
設
関
係
労
働
組
合
と
懇
談
・
協
力

し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
（
左
の
ひ

な
形
を
参
考
に
）
と
り
く
み
ま
す
。

ま
た
、
建
設
関
係
労
働
者
が
次
々

と
解
雇
さ
れ
、
労
働
法
制
の
枠
外
と

な
る
個
人
事
業
主
（
一
人
親
方
）
へ

と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
状
況
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
現
状
も
把
握
し
、
建

設
現
場
で
働
く
す
べ
て
の
人
が
「
労

働
者
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る
施
策
を

進
め
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
経
営
者
か
ら
も
実
情

を
聴
取
し
、
コ
ス
ト
構
造
改
革
や
入

札
契
約
制
度
改
革
、
総
合
評
価
方
式
、

経
営
審
査
事
項
な
ど
、
近
年
の
公
共

事
業
改
革
に
よ
る
地
域
の
建
設
産
業

へ
の
影
響
や
問
題
を
明
確
に
し
、「
入

札
契
約
適
正
化
法
」
や
「
公
共
工
事

品
質
確
保
法
」
の
改
善
と
と
も
に
、

建
設
産
業
に
と
っ
て
問
題
の
少
な
い

内
容
で
の
公
契
約
法
案
の
骨
格
を
示

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

  

公
共
事
業
の
政
策
づ
く
り
で
は
、

例
え
ば
農
林
水
産
業
が
中
心
の
地
域

で
は
、
農
業
用
水
や
農
道
・
林
道
な

ど
、
製
造
業
が
中
心
の
地
域
で
は
、

工
業
用
水
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
産
業
用

道
路
な
ど
、
産
業
振
興
の
基
礎
と
な

る
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
ど
の
よ

う
に
描
い
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
地

域
の
産
業
政
策
を
把
握
し
、
日
本
全

体
の
公
共
事
業
政
策
へ
と
活
か
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

建
設
産
業
な
ど
地
方
の
主
要
産
業
に

精
通
し
た
地
方
議
会
議
員
と
の
懇
談

も
進
め
ま
す
。 

こ
う
し
た
懇 

談
は
、
認
識
を 

共
通
す
る
仲
間 

づ
く
り
の
と
り 

く
み
で
も
あ
り 

ま
す
。 

普
段
関
わ
る 

こ
と
が
少
な
い
一
般
の
人
は
、
公
務

員
の
こ
と
を
ど
う
見
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。
体
制
側
の
悪
政
執
行
者
と

か
、
安
定
・
高
給
に
あ
ぐ
ら
を
か
い

た
搾
取
者
と
か
。
表
現
は
と
も
か
く
、

大
体
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
し
か
し
、
顔
と
顔
を
合
わ

せ
、
お
互
い
を
少
し
で
も
理
解
で
き

る
よ
う
懇
談
を
と
り
く
め
ば
、
誤
解

が
解
け
る
部
分
も
出
て
き
ま
す
し
、

組
織
と
し
て
の
役
割
の
重
要
性
へ
の

認
識
は
得
ら
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
、
建
設
関
係
労
働
者
が
目

指
す
賃
金
水
準
を
「
せ
め
て
公
務
員

並
」
と
い
う
共
通
認
識
に
立
ち
、
実

現
に
向
け
て
共
同
で
運
動
す
れ
ば
、

「
公
務
員
の
賃
金
も
上
げ
る
べ
き
」

と
い
う
仲
間
も
増
え
る
で
し
ょ
う

し
、
地
域
建
設
産
業
の
再
生
と
公
共

事
業
の
民
主
化
の
と
り
く
み
は
、
地

域
の
建
設
産
業
の
企
業
主
や
地
方
議

会
議
員
と
の
協
力
・
共
同
へ
と
発
展

し
、
私
た
ち
の
職
場
の
増
員
へ
の
力

に
も
な
る
は
ず
で
す
。 

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
関
連

公
共
事
業
推
進
連
絡
会
議
（
生
公
連
）

で
の
と
り
く
み
を
中
心
に
得
た
教
訓

で
も
あ
り
ま
す
。
懇
談
を
旺
盛
に
と

り
く
み
ま
し
ょ
う
。 

体
の
と
り
く
み
と 

し
て
、
政
策
づ
く 

り
を
進
め
て
い
ま 

す
。
よ
り
良
い
政 

策
を
確
立
す
る
に 

は
、
建
設
労
働
者 

や
企
業
主
が
置
か
れ
て
い
る
実
態
の

幅
広
く
正
確
な
把
握
と
反
映
が
必
要

で
す
。
加
え
て
、
政
策
実
現
の
た
め

の
運
動
に
は
、
多
く
の
建
設
関
係
労

働
者
の
参
加
と
建
設
産
業
関
係
者
の

強
力
な
支
持
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

   

建
設
産
業
の
政
策
づ
く
り
で
、
ま

ず
重
要
と
な
る
の
は
、
個
人
事
業
主

（
一
人
親
方
）
を
含
む
建
設
関
係
労

働
者
の
労
働
条
件
の
現
状
を
正
確
に

把
握
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
う
え
で
、

た
た
か
っ
て
こ
そ
労
働
組
合 

建
設
産
業
・
公
共
事
業
の 

持
続
・
発
展
の
展
望
が
必
要 

こ
の
秋
季
・
年
末
に
か
け 

懇
談
を
旺
盛
に
と
り
く
も
う

政
策
づ
く
り
で
仲
間
づ
く
り 
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古 久 保 正 人 裁 判 長 殿

す べ て の 証 人 の 採 用 を 求 め る 要 請 書

私 は 、 貴 東 京 地 方 裁 判 所 民 事 第 １ ９ 部 で 係 争 中 の 「 公 務 員

賃 下 げ 違 憲 訴 訟 （ 平 成 ２ ４ 年 （ 行 ウ ） 第 ３ ４ ７ 号 ほ か 給 与」

等 請 求 事 件 ） の 原 告 国 公 労 連 ほ か ３ ７ ０ 名 の 支 援 者 で す 。

政 府 と 国 会 は 、 労 働 基 本 権 制 約 の 代 償 措 置 で あ る 人 事 院 勧

告 を 無 視 し 、 か つ 、 労 働 組 合 と 交 渉 も 行 わ ず に 、 ２ ０ １ ２ 年

４ 月 か ら ２ 年 間 に わ た っ て 平 均 ７ ． ８ ％ に も の ぼ る 大 幅 な 賃

下 げ を 国 家 公 務 員 労 働 者 に 強 要 し ま し た 。

国 家 公 務 員 労 働 者 は 、 全 農 林 警 職 法 事 件 大 法 廷 判 決 以 来 、

公 務 員 の 地 位 の 特 殊 性 と 職 務 の 公 共 性 を 理 由 に 労 働 基 本 権 制

約 は 合 憲 と さ れ て き ま し た が 、 そ の 前 提 に 、 労 働 基 本 権 制 約

の 代 償 措 置 と し て 人 事 院 勧 告 制 度 が 存 在 し 、 か つ 、 完 全 に 機

能 し て い る こ と が 判 例 で 確 立 さ れ た 法 理 で す 。

こ の 裁 判 に 対 す る 貴 裁 判 所 の ご 判 断 は 極 め て 重 要 で す 。

つ き ま し て は 、 慎 重 で 公 正 な 審 理 が 尽 く さ れ る べ く 、 原 告

が 申 請 し た 片 山 善 博 元 総 務 大 臣 を は じ め と す る す べ て の 証 人

を 採 用 し て い た だ く よ う 強 く 要 請 い た し ま す 。

住 所

氏 名

国
土
交
通
労
働
組
合 

 

東

海

建

設

支

部 

 

教

育

宣

伝

部 

2013.10.8 

Ｎｏ．3055 

国
土
交
通
労
働
組
合
は
、
建
設
、
港
湾
、
運
輸
、
気
象
の
横
断
的
か
つ
総

合
的
な
政
策
を
立
案
し
、
二
○
一
四
春
闘
で
は
、
そ
の
政
策
を
も
っ
て
対
話

や
懇
談
を
進
め
、
一
致
す
る
要
求
・
政
策
の
実
現
に
向
け
、
連
帯
と
共
同
の

と
り
く
み
を
強
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

建
設
分
野
の
政
策
作
成
に
あ
た
り
、
地
域
の
建
設
関
係
労
働
者
の
賃
金
等

労
働
条
件
や
建
設
産
業
（
会
社
）
の
経
営
、
地
域
経
済
等
の
状
況
を
把
握
・

反
映
す
る
た
め
、
懇
談
等
を
旺
盛
に
と
り
く
み
ま
し
ょ
う
。 

   

安
倍
首
相
は
一
○
月
一
日
、
来
年

四
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
上
を
発
表

し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
で
見
込
ま
れ

る
税
収
八
兆
円
の
使
途
は
、
社
会
保

障
が
本
来
で
す
が
、
補
正
予
算
（
五

兆
円
）や
設
備
投
資
等
へ
の
減
税
（
一

兆
円
）
な
ど
、
六
兆
円
を
経
済
対
策

に
充
て
る
と
し
て
い
ま
す
。
一
方
で

は
「
派
遣
法
」
な
ど
労
働
法
制
の
改

悪
を
目
論
み
、
多
く
の
労
働
者
が
求

め
る
賃
上
げ
や
雇
用
安
定
に
逆
行
し

て
い
ま
す
。
内
需
回
復
な
き
経
済
対

策
で
は
、
効
果
な
ど
望
め
ま
せ
ん
。 

    

九
月
一
八
日
の
日
刊
建
設
工
業
新

聞
記
事
に
よ
れ
ば
、
徳
山
道
路
局
長

は
九
月
一
三
日
、
専
門
各
紙
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
、「
現
段
階
で
、
局

内
に
は
補
正
予
算
を
組
む
必
要
は
な

い
と
言
っ
て
い
る
」
と
答
え
、
二
○

一
四
年
度
予
算
の
確
実
な
確
保
の
必

要
を
強
調
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

記
事
で
は
、
補
正
予
算
が
建
設
業

界
の
人
手
・
資
材
等
の
不
足
に
拍
車

を
か
け
、
最
重
要
課
題
で
あ
る
震
災

復
興
の
足
か
せ
に
な
る
と
懸
念
。
過

去
に
も
予
算
の
急
激
な
増
減
が
建
設

業
界
の
疲
弊
を
招
い
た
と
指
摘
し
、

自
前
の
機
材
で
災
害
対
応
で
も
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
地
域
の
建

設
業
が
、
中
長
期
の
展
望
を
持
っ
て

経
営
に
あ
た
れ
る
よ
う
、
予
算
編
成

へ
の
配
慮
を
求
め
て
い
ま
す
。 

 

笹
子
ト
ン
ネ
ル
で
の
痛
ま
し
い
事

故
が
あ
り
、
私
た
ち
が
全
建
労
時
代

か
ら
長
年
求
め
て
き
た 

イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化
対 

応
に
や
っ
と
目
が
向
け 

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま 

し
た
。
こ
れ
も
同
様
で
、 

政
治
家
の
言
動
へ
の
過
敏
な
反
応
で

は
な
く
、
行
政
と
し
て
安
定
的
・
計

画
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

    

国
交
省
が
ま
と
め
た
資
料（「
建
設

業
の
現
状
」
）に
よ
れ
ば
二
〇
一
一
年

度
時
点
で
、
建
設
投
資
額
は
ピ
ー
ク

時
（
一
九
九
二
年
度
）
の
半
額
規
模

（
八
四
兆
円
→
四
二
兆
円
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
建
設
業
の
就
業
者
数
は

ピ
ー
ク
時
（
一
九
九
七
年
度
）
か
ら

二
七p

t

（
六
八
五
万
人
→
四
九
八
万

人
）
減
。
中
で
も
現
場
を
支
え
る
技

能
労
働
者
等
の
数
は
三
一p

t

（
四
五

五
万
人
→
三
一
六
万
人
）
減
で
、
高

齢
化
も
著
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
、
資
料
の
元
と
な
っ
て
い

る
総
務
省
の
労
働
力
調
査
に
よ
れ

ば
、
個
人
事
業
主
（
一
人
親
方
）
の

数
は
五
十
八
万
人
で
微
増
と
な
っ
て

お
り
、
離
職
と
と
も
に
被
雇
用
者
の

個
人
事
業
主
へ
の
置
き
換
え
が
進
ん

で
い
る
と
見
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
の
資
料
で
は
、
建
設
業
へ
の
入

職
率
の
低
下
、
製
造
業
と
比
べ
離
職

率
が
高
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
そ
の

一
番
の
理
由
と
し
て
収
入
の
低
さ
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
厚
労
省
の
賃

金
構
造
基
本
統
計
調
査
に
よ
れ
ば
、

二
〇
一
二
年
の
被
雇
用
者
の
平
均
年

収
は
、
建
設
業
が
製
造
業
よ
り
も
約

賃
上
げ
な
き
消
費
税
増
税 

多
く
の
国
民
の
願
い
に
逆
行 

政府は 9 月 27 日の給与関係閣僚

会議で、給与法改定の見送り決定と

ともに、来年度以降の「賃下げ」に

ついて次回以降に結論を出すとしま

した。 

安倍首相は 10 月 1 日、来年度か

らの消費税率引上を発表。年 9 千億

円の税源となる復興特別法人税の一

年前倒し廃止にも言及し、相応の財

源を別に求めるとしています。 

年 3 千億円とされる「賃下げ」の

継続が狙われており、その阻止には、

「公務員賃下げ違憲訴訟」での勝利

が不可欠です。しかし、被告（国）

は証人の制限を主張。すべての証人

を採用させ、法廷で違憲性を明らか

にすることが求められます。東京地

裁宛要請書（左）へのご協力をお願

いします。（10 月 25 日書記局必着） 

見
せ
か
け
の
経
済
対
策
で 

建
設
業
界
は
一
層
の
疲
弊 

建
設
投
資
は
半
減 

技
能
労
働
者
は
三
割
減


